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村からのお　　せ知ら
健康･保険課からのお知らせです

榛東村内空間放射線量測定結果について

国民健康保険被保険者証を更新します

榛東村内各施設等において空間放射線量を測定しました

　10月１日から国民健康保険被保険者証が新しくなります。国民健康保険被保険者には、新しい被保険者証（有効期限が

平成25年10月１日から平成26年９月30日）を世帯主あてに９月中に郵便でお送りします。なお、窓口交付による更新も

行いますので、希望する方はご利用ください。また、現在お使いの被保険者証は、10月１日以降使うことができなくな

りますので、健康･保険課に返却いただくか、ご自身で裁断等による破棄をお願いします。

○被保険者証の記載内容などの確認を
　新しい被保険者証が届いたときは、被保険者証に記載される住所・氏名、また送付枚数などを必ず確認してください。

記載内容に誤りなどがあった場合は、必ず健康・保険課へ連絡してください。

○被保険者証の窓口交付を希望する場合
　被保険者証の窓口交付を希望する方は、９月６日までに健康・保険課へ連絡してください。窓口交付を希望した場合は、

９月20日から健康･保険課で被保険者証を交付します。窓口交付を受ける際は、運転免許証など本人確認ができるもの

を持参してください。なお、窓口交付は世帯単位となります。

○被保険者証の有効期限
　新しい被保険者証の有効期限は、平成26年９月30日です。ただし、10月１日以降に退職被保険者で65歳になる方と

その扶養家族、または75歳になり後期高齢者医療制度に加入する方は、有効期限が異なる場合があります。いずれの場

合も有効期限の前に、国民健康保険または後期高齢者医療制度から、新しい被保険者証を郵便でお送りします。

○短期被保険者証の交付
　被保険者証の有効期限は通常１年間ですが、国民健康保険税の滞納により通常より有効期限の短い被保険者証を交付

する場合があります。また、特別な事情がなく納付状況が改善しない場合は、医療費がいったん全額自己負担となる「資

格証明書」を交付することがあります。

○国民健康保険の届け出は必ず14日以内に
　国民健康保険に加入する場合や国民健康保険から離脱する場合、また国民健康保険被保険者が住所変更をしたときな

どは、必ず14日以内に届け出をしてください。

▶お問い合わせは、健康・保険課（☎54-2211　内線141）へ

　村で測定した村内各施設等の平成25年７月の放射線量は次のとおりです。（測定日：７月11日）

■基準値…0.23マイクロシーベルト／時（年間１ミリシーベルト）

※　原子力災害対策本部が示した面的な除染を実施する場合の被ばく線量

■測定値について…村では、群馬県立県民健康科学大学 大学院診療放射線学研究科専任講師 杉野雅人博士の指導のもと、

ハンディー型線量計（Ａ2700型 Mr.Gamma）を使用して空間放射線量を測定しています。

№ 測定場所 測定値（マイクロシーベルト/時） 天気地表 50㎝ 1ｍ
1 役場・保健相談センター 0.071 0.063 0.058 晴れ

2 北部第２学童（旧庁舎分室） 0.069 0.058 0.058 晴れ

3 中央保育園 （兼 うぐいす学童） 0.063 0.057 0.049 晴れ

4 北部保育園 0.041 0.052 0.045 晴れ

5 南部保育園 0.075 0.062 0.067 晴れ

6 南部第２学童 0.063 0.053 0.052 晴れ

7 児童館 0.058 0.060 0.067 晴れ

8 榛東中学校 駐輪場 0.049 0.043 0.039 晴れ

№ 測定場所 測定値（マイクロシーベルト/時） 天気地表 50㎝ 1ｍ
9 榛東中学校 東グラウンド 0.038 0.034 0.041 晴れ

10 北小学校 （兼 北部第１学童） 0.054 0.049 0.052 晴れ

11 南小学校 0.030 0.029 0.024 晴れ

12 北幼稚園 0.065 0.067 0.056 晴れ

13 南幼稚園 0.070 0.081 0.071 晴れ

14 南部コミセン（兼 南部第１学童）0.080 0.072 0.062 晴れ

15 総合グラウンド 0.049 0.062 0.064 晴れ

▶お問い合わせは、住民生活課（☎54-2211　内線122）へ
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保健相談センターからのお知らせです

健康診査のお知らせ
　早くみつけて早く治す！がんや生活習慣病は知らず知らずに進行します。

　健康な人こそ、年に１回健康診査を受けて、健康チェックをしましょう！

■持ち物　・受診票…各健診毎に、配布された受診票をお持ちください。

　　　　　　※受診票が届いてない方で、健診を受けたい場合は、保健相談センターまでご連絡ください。

　　　　　・①特定健診、②長寿健診を受診する方は、保険証をお持ちください。

■健診の種類等　　【実施方法】集団…保健相談センター等にて、決まった日時に受診する方法

　　　　　　　　　　　　　　個別…指定医療機関にて受診する方法

種類 対象者 実施方法 検診料 検査内容

①特定健診 40 ～ 74歳で榛東村

国民健康保険加入者
集団

個別
無　料

○身体計測　○尿検査　○問診　○血圧測定

○診察　○腹囲測定（特定健診のみ）

○血液検査（脂質・肝機能・血糖･クレアチニン）

＊医師の指示に応じて実施となる項目

○心電図　○眼底検査　○貧血検査

②長寿健診 後期高齢者医療保険加

入者

③健康づくり健診 20～ 39歳

集団 500円

○身体計測　○尿検査　○問診　○血圧測定

○診察（希望者のみ）

○血液検査（脂質・肝機能・血糖･クレアチニン）

④結核検診 65歳以上
集団

無　料 ○胸部レントゲン撮影

○タンの検査（必要に応じて実施します）⑤肺がん検診 40～ 64歳 500円

⑥肝炎ウイルス検査
40歳以上

（検査済みの方を除く）
集団 無料

○血液検査（B型、C型肝炎）

⑦前立腺がん検診 50歳以上の男性 集団 500円 ○問診　○血液検査（PSA）

⑧大腸がん検診 40歳以上 集団 500円 ○便潜血検査（２日分）

《実施手順》
① 容器配布日に保健相談センターへお越しく

ださい。

②自宅で２日分の便を採取します。

③検診日に容器を提出します。

⑨胃がん検診 40歳以上 集団 500円 ○問診　○胃のレントゲン検査

⑩子宮頸がん検診 20歳以上の女性
集団

個別
500円

○問診

○子宮頸部の診察（内診）と細胞の検査

⑪乳腺・甲状腺

　がん検診

40歳以上の女性

集団

個別
500円

○医師による診察（視触診）

※ 視触診を個別検診で受診した場合は、集団

健診にてマンモグラフィを必ず受けてくだ

さい。

集団 無料

○乳房レントゲン検査（マンモグラフィ）

＊ 検診を受けられない方

　・妊娠中や出産後２年以内

　・ 心臓にペースメーカーの入っている方

⑫骨密度検診
40、45、50、55、

60、65、70歳の女性
集団 500円

○骨密度検査

　（かかとに超音波をあて測定）

※対象年齢は平成26年３月31日までに達する年齢です。

◎検診料が無料となる方

・70歳以上の方（結核検診は65歳以上）

・クーポン検診の対象となる方（対象者は次ページに記載）

・住民税非課税世帯、生活保護世帯の方（健康診査を受ける１週間前までに手続きが必要です。）

《容器配布》８月26日㈪～８月30日㈮午前８：30～午後５：00
　※上記以外に、10月25日㈮まで配布しています。
　　　（土日祝祭日を除く）

◎ 視触診のみ、またはマンモグラフィの
みの受診はできません。
◎ 今年は、集団検診でマンモグラフィ検
査と同時に視触診が受けられます。
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村からのお　　せ知ら
保健相談センターからのお知らせです

○クーポン検診対象者

対　象　者 年齢 子宮頸がん 乳腺・甲状腺がん 大腸がん

平成４年４月２日～平成５年４月１日 21歳 ○

昭和62年４月２日～昭和63年４月１日 26歳 ○

昭和57年４月２日～昭和58年４月１日 31歳 ○

昭和52年４月２日～昭和53年４月１日 36歳 ○

昭和47年４月２日～昭和48年４月１日 41歳 ○ ○ ○

昭和42年４月２日～昭和43年４月１日 46歳 ○ ○

昭和37年４月２日～昭和38年４月１日 51歳 ○ ○

昭和32年４月２日～昭和33年４月１日 56歳 ○ ○

昭和27年４月２日～昭和28年４月１日 61歳 ○ ○

○集団検診
　検診日は、行政区で指定されています。

　該当する日をご確認のうえ、受付時間内にお越しください。

　※指定日がご都合の悪い場合は、下記日程の中でご都合のよい日にお出かけください。

　※大腸がん検診は、事前に採便容器を保健相談センターへ取りに来てください。（容器配布日は前ページに記載）

受付時間 ８：30～ 11：00 ７：30～ 11：00 12：45～ 13：15 ８：30～ 11：00

日　　程
会場
（※1）

①特定健診
②長寿健診
③健康づくり健診
④結核検診
⑤肺がん検診
⑥肝炎ウイルス検査
⑦前立腺がん検診
⑧大腸がん検診

⑨胃がん検診
（検診車台数）

⑩子宮頸がん検診
⑪乳腺・甲状腺
　がん検診

⑫骨密度検診
※ 受診票のない方は
受けられません。

9月

７日㈯ 保健 ４、８区 ４、８、14区 （３台） ４、14区 4～ 8､ 14､ 15区

９日㈪ 笹熊 11、20区

10日㈫ 保健 ７区 7区 17区 （２台）

20日㈮ 南部 14、19区

26日㈭ 保健 ９区 9、18区 （２台） ９、18区

27日㈮ 保健 15区 ５、15、19区 （２台） ５、15、19区

10月

１日㈫ 保健 16、21区 ６、16、21区 （２台）

２日㈬ 中央 ５、６区

７日㈪ 2区 １、２区

17日㈭ 保健 10区 10、11区 （２台） 10、12区

18日㈮ 保健 ３区 1～ 3区 （３台） １～３区 1～ 3､ 16～ 19区

24日㈭ 18区 17、18区

27日㈰ 保健 12、13区 12、13、20区 （３台） 13、20区 9～ 13､ 20､ 21区

11月
12日㈫ 保健 ７、８区

13日㈬ 保健 ６、16区

12月 19日㈭ 保健 11、17、21区

　※中央公民館の①特定健診～⑦前立腺がん検診（④結核⑤肺がん検診除く）は、２階で行います。

　　階段の昇降が大変な方は、保健相談センターまたは南部コミセンにお越しください。

　⑧大腸がん検診のみ

　■日程…平成25年12月２日㈪、平成26年１月10日㈮、２月19日㈬

　■時間…午前８時30分～正午

　■会場…保健相談センター
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保健相談センターからのお知らせです

○個別検診…医療機関で受診する方法です
・電話で予約をしてからお出かけください。

・乳腺視触診を受けた後は、集団検診のマンモグラフィー検診を必ず受けてください。

■受診期間　　平成25年７月～平成26年２月28日㈮

　　　　　　　※⑪乳腺視触診…８月19日㈪～ 12月18日㈬

医療機関名 所在地 電話番号

③
特
定
健
診

④
長
寿
健
診

⑩
子
宮
頸
が
ん

⑪
乳
腺
視
触
診

医療機関名 所在地 電話番号

③
特
定
健
診

④
長
寿
健
診

⑩
子
宮
頸
が
ん

⑪
乳
腺
視
触
診

1 菊地医院 榛東村 54-3346 ○ 28 渋川中央病院 渋川市 25-1711 ○ ○ ○

2 榛東さいとう医院 〃 54-1055 ○ 29 関口病院 〃 22-2378 ○

3 榛東わかばクリニック 〃 20-5531 ○ ○ 30 高井医院 〃 22-0076 ○ ○

4 赤城開成クリニック 渋川市 20-6500 ○ 31 高野外科胃腸科医院 〃 22-2454 ○

5 赤城高原ホスピタル 〃 56-8148 ○ 32 塚越クリニック 〃 60-7700 ○

6 有馬クリニック 〃 24-8818 ○ 33 とまるクリニック 〃 26-7711 ○

7 伊香保クリニック 〃 72-4114 ○ 34 中野医院 〃 22-1219 ○ ○

8 井口医院 〃 25-1100 ○ 35 奈良内科医院 〃 25-1155 ○

9 石北医院 〃 22-1378 ○ ○ 36 西沢医院 〃 22-2324 ○ ○ ○

10 いずみ医院 〃 25-1388 ○ 37 原沢医院 〃 72-2503 ○

11 入内島内科医院 〃 60-7322 ○ 38 榛名病院 〃 22-1970 ○

12 上之原病院 〃 52-2221 ○ 39 船曳医院 〃 53-2530 ○

13 大谷内科クリニック 〃 20-1881 ○ 40 北毛診療所 〃 24-2818 ○

14 神山内科医院 〃 22-2181 ○ 41 北毛病院 〃 24-1234 ○ ○

15 川島医院 〃 22-2421 ○ 42 本沢医院 〃 23-6411 ○ ○

16 川島内科クリニック 〃 23-2001 ○ ○ 43 宮下外科胃腸科医院 〃 23-3021 ○ ○

17 北関東循環器病院 〃 027-232-7111 ○ 44 みゆきだ内科医院 〃 60-6070 ○

18 クリニックオガワ 〃 22-1377 ○ ○ 45 湯浅内科クリニック 〃 20-1311 ○

19 慶生医院 〃 22-0210 ○ 46 痛みのクリニック長谷川医院 吉岡町 30-5055 ○

20 厚成医院 〃 22-1060 ○ 47 井野整形外科リハビリ内科 〃 30-5255 ○

21 コオノ医院 〃 22-0171 ○ 48 大井内科クリニック 〃 30-5575 ○

22 斉藤医院 〃 53-5558 ○ 49 大滝クリニック 〃 30-5800 ○ ○

23 斎藤内科外科クリニック 〃 22-1678 ○ 50 岡本内科クリニック 〃 20-5353 ○

24 桜井医院 〃 22-2360 ○ ○ 51 佐藤医院（吉岡） 〃 54-2756 ○

25 佐藤医院（北橘） 〃 52-3003 ○ 52 関口医院 〃 55-5122 ○ ○

26 渋川市国民健康保険あかぎ診療所 〃 56-2220 ○ 53 田中病院 〃 54-2106 ○

27 渋川総合病院 〃 22-4111 ○ ○ 54 まつい女性クリニック 〃 30-6510 ○ ○

※子宮頸がん、乳腺・甲状腺がん検診を、上記医療機関以外での受診を希望する場合は、受診する前に保健相談センター
までご相談ください。

がん検診を受けて、がんが見つかった方からお話を伺いました。P12の「お元気ですか

保健相談センターです」の欄に掲載していますので、あわせてご覧ください。
▶お問い合わせは、保健相談センター（☎70-8052）へ
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子育て・長寿支援課からのお知らせです

国民年金保険料の納付期限の延長が始まりました
　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年の間に国民年金保険料を納めていただくことで、満額の老齢基

礎年金を受給することができます。しかしながら、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得などの届出忘

れにより年金の資格期間がない場合には、将来の年金受給額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなってし

まうこと（保険料納付や免除等の合計が25年（30月）未満の場合）があります。このような事態を避けるために、平成24年

10月１日から平成27年９月までの３年間に限り、国民年金保険料の納めることができる期間が過去２年から10年に延長

となる後納制度が始まりました。

　申請月から10年間まで遡って納めることができます。ただし、既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納めるこ

とができませんので、ご注意願います。

　なお、後納保険料を納付するためには、事前にお申し込みをいただき審査させていただくことになります。審査の結果、

後納制度による納付をご利用いただけない場合があります。

▶お問い合わせは、国民年金保険料専用ダイヤル（☎0570-011-050）、渋川年金事務所（☎0279-22-1614）、または子

育て・長寿支援課（☎54-2211　内線134）へ

村からのお　　せ知ら
在宅ねたきり老人等介護慰労金

敬老祝金

該当する方は申請をお願いします

敬老祝金を支給します

　在宅ねたきり老人等介護慰労金は、身体上または精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある在宅の老人を介

護する方の労をねぎらうために支給します。また、介護者のいない老人については本人に支給します。

■支給条件…次のすべての要件を満たすこと。

　１　榛東村に住所を有し、介護を受けている者の年齢が65歳以上であること

　２　 在宅で１年以上継続して介護を行っていること（期間中に短期入所生活介護、短期入所療養介護および入院などに

より在宅を離れた期間が100日を超えないこと）

　３　１年以上継続して要介護３、４または５に相当すること

■基準日…８月１日　　　■支給金額…要介護３　　　100,000円　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　要介護４・５　150,000円 （過去１年間において介護保険のサービスを受けてい

ない住民税非課税世帯の場合は200,000円）

■該当すると思われる方は、10月31日㈭までに役場子育て・長寿支援課または各地区の民生児童委員へお申し出ください。

▶お問い合わせは、子育て・長寿支援課（☎54-2211　内線134）へ

　榛東村在住の高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、高齢者の福祉の増進に寄与する事を目的として、

９月に敬老祝金・祝品を支給します。

■ 祝金支給対象者…平成25年９月１日現在で、榛東村に居住し住民基本台帳に記載されている方で、平成25年12月31

日までに満80歳、満85歳、満90歳、満95歳または満100歳以上である方。

■支給金額　　○80歳の方…6,000円　　　　　○85歳の方…10,000円

　　　　　　　○90歳の方…20,000円　　　　 ○95歳の方…30,000円

　　　　　　　○100歳以上の方…50,000円

■ 祝品支給対象者…平成25年９月１日現在で、榛東村に居住し住民基本台帳に記載されている方で、平成25年12月31

日までに満81歳～満84歳、満86歳～満89歳、満91歳～満94歳、満96歳～満99歳になられる方。

■支給祝品…榛東村商工会商品券

■祝金・祝品支給時期…９月中旬～下旬を予定

▶お問い合わせは、子育て・長寿支援課（☎54-2211　内線134）へ
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児童扶養手当・特別児童扶養手当

子育て・長寿支援課からのお知らせです

現況届などの提出が必要です

便利で、カンタン、「ねんきんネット」

○児童扶養手当
　児童扶養手当は、父母の離婚などのため、父または母と生計をともにしていない18歳未満（18歳に達している場合は

その年度の３月31日まで）の児童を扶養している父または母などに対して支給されます。

■ 手当を受けられる人…次のいずれかの条件に当てはまる児童を育てている父または母など　①父母が離婚　②父また

は母が重度障害者　③父または母が生死不明　④父または母から１年以上遺棄　⑤父または母が１年以上拘禁　⑥父

または母が死亡　⑦未婚の母　⑧父母ともに不明

■ 手当が支給されない場合…①父または母の所得が一定額を超えるとき　②父または母が自分の親族など（扶養義務者）

と同居していて、扶養義務者の所得が一定額を超える場合　③父または母が配偶者（事実婚を含む）と同生計になった

とき　④父または母および児童が公的年金を受給できるとき　⑤父または母および児童の住所が日本国内にないとき

⑥児童が福祉施設に入所しているとき　⑦児童が里親に委託されているとき

■支給額…所得および児童の数により支給金額が決定されます。

○特別児童扶養手当
　特別児童扶養手当は、身体または精神に障害を持つ満20歳未満の児童を養育している父または母（どちらか所得の多い

方）に支給されます。父母以外の人が児童を養育している場合にも支給されます。

■ 手当が支給されない場合…①父母または養育者の所得が一定額を超えるとき　②父母および児童の住所が日本国内に

ないとき　③児童が福祉施設に入所しているとき　④児童が障害を支給事由とする年金を受けられるとき

■支給額…児童の障害の程度により支給額が決定されます。

○届けが必要です
　児童扶養手当は「現況届」、特別児童扶養手当は「所得状況届」を毎年８月に提出していただくことになっています。こ

の届けを提出しないと８月分からの手当を受給することができなくなりますので、まだ手続を済ませていない方は、早

急に手続をしてください。

▶お問い合わせは、子育て・長寿支援課（☎54-2211　内線134）へ

　「ねんきんネット」の年金見込額試算を利用すると、さまざまな働き方による年金見込額を試算し、比較することがで

きるので、今後の人生設計に役立てることができます。インターネットの利用が難しい方のために年金事務所の窓口や

役場においても「ねんきんネット」による年金記録の提供を行っていますので、ぜひご利用ください。

■いつでも最新の年金記録を確認できます

　・ご自宅のパソコンで、24時間いつでも、毎月更新された年金記録を確認できます。

■年金の見込額を試算できます。

　・「年金を受け取りながら働き続けた場合」など、さまざまな働き方に応じた年金の見込額を試算できます。

　・国民年金保険料を後納や追納した場合、どれだけ年金額が増えるかグラフで表示します。

■電子版の各種通知書を確認できます

　・電子版の通知書の準備ができましたら電子メールでご案内します。

　・毎月更新された「ねんきん定期便」をパソコンで確認・ダウンロードできます。

　・年金振込通知書や源泉徴収票など、年金の支払いに関する通知書をパソコンで確認・ダウンロードできます。

■記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易になります

　・年金に加入していない期間や標準報酬額の大きな変動など、確認いただきたい記録が、わかりやすく表示されます。

　・ お名前や生年月日などを入力すると、持ち主不明の年金記録の中に、入力した条件に一致する記録があるか調べる

ことができます。

▶お問い合わせは、子育て・長寿支援課（☎54-2211　内線133）、または渋川年金事務所（☎0279-22-1614）へ
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総額1,125,345円の寄付金が集まりました。

「社会を明るくする運動」封筒募金について
　「社会を明るくする運動」は、犯罪のない村づくり・社会づくりのために行うもので、青少年の健全育成をはじめ、罪

をおかした人の更正を援助する運動であります。

　７月は「社会を明るくする運動」強化月間で、運動資金として封筒募金をお願いしましたところ、村全体で、1,125,345

円のご寄付をいただきました。ご協力いただきました募金は、村内の保育園・幼稚園・小学校・中学校への図書配布や

榛名女子学園など更生保護施設の慰問等に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

▶お問い合わせは、子育て・長寿支援課（☎54-2211　内線133）へ

村からのお　　せ知ら
役場でパスポートが取れるようになります

役場庁舎にパスポート窓口がオープン
　群馬県からの事務移譲により、平成25年10月１日㈫から、役場住民生活課でパスポート（日本国旅券）の申請受付およ

び交付業務を開始します。この日以降は、原則として、県のパスポートセンターでは、申請ができなくなりますのでご

注意ください。なお、９月30日㈪以前に申請した人は、申請先でお受け取りください。

■本村で申請できる人

　①本村に住民登録している人

　②本村に通勤や通学などをしている人（代理申請はできません。必ず事前にお問い合わせください。）

■受付期日　土・日曜日、祝日および年末年始（本年度は12月28日から１月５日）を除く毎日

■時間　申請受付…午前９時～午後４時30分　　交付…午前８時30分～午後５時15分

■場所　役場１階住民生活課

■手続きの種類　新規・切替申請、訂正申請、増補申請、紛失届

■申請から交付まで

①申請用紙を手に入れる　　

　住民生活課窓口で配布します　※手続きの詳細は、申請用紙と一緒に配布するパンフレット「旅券（パスポート）申請の

ご案内」をご覧ください。

②必要書類をそろえる

　イ…申請用紙に記入　

　ロ…戸籍抄本または謄本　

　ハ…本人確認書類（運転免許証などの顔写真付きの身分証明書）

　ニ…写真（寸法などの規格が厳しいため、写真専門店での撮影をおすすめします。）　

　ホ…前回のパスポート（２度目以降の場合）

③住民生活課窓口へ申請する

④パスポートを受け取る

　受け取り予定日以降に、住民生活課窓口で交付します。必ず本人が受け取りに来てください。

■持参する物

　・旅券引換書…申請時に発行します。

　・手数料分の収入印紙と群馬県証紙（下表参照）…いずれも、役場会計課で購入できます。

　　手数料一覧（年齢は申請日現在）
旅券・申請の種類 年齢 収入印紙 群馬県証紙 合計

10年用旅券 20歳以上 14,000円 2,000円 16,000円

５年用旅券
12歳以上 9,000円 2,000円 11,000円
11歳以下 4,000円 2,000円 6,000円

変更申請（氏名・本籍地の変更） 700円 200円 900円
増補申請（査証欄の追加） 2,000円 500円 2,500円

※　申請から交付までの期間…土・日曜日、祝日、年末年始を除いた日で数えて旅券６日間、その他５日間

■来庁の際は余裕をもって

　月曜日など休日明けや、昼前後の時間帯は、混雑が予想されます。特に、申請時は申請内容の確認に時間がかかりま

すので、余裕を持ってお出かけください。

▶お問い合わせは、住民生活課（☎54-2211　内線124）へ
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住民生活課からのお知らせです

生涯学習課、産業振興課からのお知らせです

住宅用太陽光発電補助金制度のご案内

「しんとう・村づくり祭」を開催します

　榛東村住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金の概要をお知らせします。10月より制度の一部を変更します。

■補助金の額

　⑴　平成25年４月１日㈪～平成25年９月30日㈪までの申請の場合

　　　太陽電池モジュール（太陽光パネル）の公称最大出力１kwあたり５万円（上限４kw、20万円まで）

　⑵　平成25年10月１日㈫～平成26年３月28日㈮までの申請の場合

　　【村内業者による工事の場合】

　　　太陽電池モジュール（太陽光パネル）の公称最大出力１kwあたり５万円（上限４kw、20万円まで）

　　　※補助金のうち、20%（1,000未満は切捨て）は榛東商業振興会振興券で交付する。

　　【村外業者による工事の場合】

　　　太陽電池モジュール（太陽光パネル）の公称最大出力１kwあたり２万円（上限４kw、８万円まで）

●補助対象設備

　⑴　住宅への設置に適しているもの

　⑵　低圧配電線と逆潮流で連携するもの

　⑶　電力会社と太陽光契約を締結するもの

　⑷　未使用のもの

●補助対象者

　⑴ 　村内の自ら居住する住宅に発電システムを設置していること、又は村内に自ら居住するために発電システム付き

住宅を購入していること。

　⑵　補助金を受けようとする者及びその者の属する世帯全員が、補助金交付申請時に村税等を完納していること。

　⑶　過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

●申請方法

　平成25年４月１日㈪から平成26年３月28日㈮までに、当該システム設置後（電力会社との受給契約後）30日以内に下

記の申請書類を住民生活課へ提出してください。様式は、村ホームページからダウンロードできます。

【提出書類】

　・補助金交付申請兼実績報告書

　・発電システムの概要等報告書

　・工事請負（売買）契約書の写し

　　※工事請負（売買）契約書の写しは、10月１日以降の申請に添付してください。

　・領収書および内訳書の写し

　・「電力需給契約書」の写し又は「電力受給契約申請書」及び「購入電力量のお知らせ」の写し

　・竣工検査の試験記録書の写し

　・村税等調査閲覧同意書

　　※10月１日から公金収納状況等調査閲覧同意書となります。

　・申請者の世帯全員の村税に滞納がないことを示す証明書（完納証明書）

　・太陽光システムの設置状況を示す写真

　・発電システムの設置場所がわかる案内図

▶お問い合わせは、住民生活課（☎54-2211　内線122）へ

　より多くの方に、充実した１日を過ごしていただくため、今年も「スポレク祭」と「産業祭」を合同で開催します。

　盛りだくさんな催しを予定していますので、多数のご来場をお待ちしています。

■期日…10月20日㈰

■場所…しんとう総合グラウンド

▶お問い合わせ　

スポレク祭：教育委員会事務局　生涯学習課（☎54-2211　内線261）　産業祭：産業振興課（☎54-2211　内線221）


